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一般に securityは，国際的には「安全保障」など国家の領土保全に対す

る武力の行使・威嚇などに関して使用され，さらに広くは，社会的，経済

的，環境的，人道・人権的概念についても使われる。 safety(安全)もしば

しば類似用語として使われるが，後者が通常は(安全な)状態、を指すのに比

して，前者は，通常，国家機関の介入も含め，安全・望ましい状態の積極的

な維持や，その状態への回復努力を意味する。

海上における安全問題に関しては，伝統的に船舶や船員の安全に safety

が使用され， securityは，ほぽ軍事的な活動に関連してのみ使用されてき

た。しかし，近年海上におけるテロ活動や薬物，銃器等の密輸入等国際的組

織犯罪が増大し，さらには大量破壊兵器関連物資の拡散なども問題となり，



II。

国家機関の介入を必要とする security概念を導入せざるを得なくなってき

た。こうして今日，海上における security対策の対象は，国際社会，国家，

企業，個人およびこれらの財産のほか，交通通信手段，沖合海上施設，港湾

施設や，国際嵩峡を含む海上航路等を幅広くカバーする1。

このように，今日の海上・海事関係の広義での安全を語るには，海上セキ

ュリティ問題全体をとらえなくてはならない。本稿においては，これらセキ

ュリティ問題として，まず海賊行為を取り上げ，ついで，より広くテロリス

ト等による犯罪行為やそれら以外の不法行為・暴力行為等に言及し，最後に

近年注呂されてきた大量破壊兵器関連物資の海上輸送による拡散問題を取り

上げる。このような問題に対して層際社会によるその法的対策が如何に進め

られてきたかを概観し，その主要問題点、を検討することとする。そのさい，

これらの対策を実効的なものとするために最も重要な要素である国際的な法

執行のメカニズムに焦点をあて，その特徴と限界を明らかにしたい。

なお，以下においては， Iセキュリティ」への言及は海上におけるセキュ

リティに限定する。また，海上人命安全 (SOLAS)条約の改正を通じた船

舶・船舶運航会社および港湾施設の対テロ強化対策並び、にコンテナ輸送に係

わるセキュリティ問題は，最近の小論2で、扱ったのでここではとくに触れな

1，'。

2 海賊行為

海賊行為は古代ギリシャ時代から記録に残されている犯罪であり， 17世紀

ごろから国際慣習法の規制の対象として扱われ始めたが，多くの点に関して

諸国の慣行に統ーはなく，法的に暖昧な状態が続いた。 20世紀に入って，国

際連盟は海賊行為の取締りが法典化の対象に適していると判断し，その招集

した国際法法典化会議の一議題としたが，成果なく終わった。一方，ハーバ

ード・ロースクールの研究グループは河問題に関する条約案の研究を開始

し， 1932年に草案を発表しえ同草案は，のちに国連国際法委員会(ILC)に

よる法典化作業の有力なベースとなった。 ILCの作業を基に採択された

1958年公海条約は，第15条を中心に海賊に関する規定を設け，これが，その
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後1982年の国連海洋法条約(以下，海洋法条約)にほぼそのまま受け継がれる

に至った。

公海条約は前文において， r国際法の規則を法典化することを希望し，Jと

述べているが，一部の論者は，開条約は実際にはそれまでに発展してきた慣

習法をすべて法典化したわけではなし慣習法の適用の余地も残されている

と説く 40 しかしながら，同条約の関係条文をそのまま受け継いだ海洋法条

約が発効して，ほぽ普遍的に受け入れられるに至った今日，その規定に合致

しない規則がたとえ慣習法上残されていると一国が主張したとしても，それ

が実際に他の圏に対抗しうる可能性はまずないと考えられよう。

具体的には，海洋法条約は， 100条から106条にわたり，海賊行為の取締り

に関する規定を設け，さらに公海上の臨検については110条の規定も適用さ

れる。

まず101条は「海賊行為」を狭く，以下のように定義している。

「海賊行為とは，次の行為をいう。

(a) 私有の船舶又は航空機の乗務員又は旅客が私的目的のために行うすべ

ての不法な暴力行為，拘留又は略奪行為であって次のものに対して行わ

れるもの

(i) 公海における他の船舶若しくは航空機又はこれらの内にある人若し

くは財産

(ii) いずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶，航空機，人又は

財産

(b) いずれかの船舶又は航空機を海賊船舶又は海賊航空機とする事実を知

って当該船舶又は航空機の運航に自発的に参加するすべての行為

(c) (a)又は(b)に規定する行為を扇動し又は故意に助長するすべての行為。」

なお，この「公海jに関する規定は， 58条 2項を通じて，排他的経済水域

(以下， EEZ)にも適用される5。さらに， r私有の船舶」以外であっても，乗

組員が反乱を起こして支配している軍艦または政府の船舶・航空機が行う上

記のごとき暴力行為等は，私有の船舶または航空機が行う行為とみなされる
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(101条)。

海賊行為に関する法執行については，まずすべての国に課せられた一般的

義務として，各国は， I最大限に可能な範囲で，J公海その他いずれの圏の管

轄権にも服さない場所における海賊行為の抑止に協力しなければならない

(100条)。さらに，両様の場所において，いずれの国も，海賊船，帯賊航空機

または海賊行為によって奪取され，かつ，海賊の支配下にある船舶・航空機

を牟捕し，および当該船舶・航空機内の人を逮捕し，または財産を押収する

ことができる。そして，傘捕を行った国の裁判所は科すべき刑罰を決定する

ことができ，また，当該船舶・航空機・財産について，とるべき措置を決定

することができる (105条)。これが，その行為や被筈と全く無関係の国でも

犯行者を取締りうるという普遍的管轄権制度(普遍主義)で，海賊行為は長

年にわたり確立してきたその唯一の適用対象例であるに

以上のような海上での牟捕を行うことができるのは，軍艦，軍用航空機そ

の他政府の公務に使用されていることが明白に表示されており，かっその識

別が可能な船舶・航空機で，そのための権隈が付与されているもののみに限

られる (107条)。政府船舶は，公海において海賊行為を行っていることを疑

うに足りる十分な根拠がある場合，外国船舶に対し，臨検の権利を行使し，

旗を掲げる権利の確認，乗船，文書検閲等を行うことができる (110条)。そ

の結果，海賊行為が判明した場合には，上記の一連の法執行措置をとること

カまできる。

以上が海賊行為に関する海洋法条約のおもな規定であるが，国際的執行制

度の面からいくつかの間題点、が指摘できる。その多くは海賊行為の定義その

ものに関連する。

まず定義に関する101条の条文は，その最終条文と同一内容の草案の段階

で， A. Rubinが「熟慮したものではなし混乱の産物」と指摘しているよ

うに7，多くの暖昧な点を含み，解釈も分かれている。定義以外のものも含

めれば，おもな問題点、としては，①「不法な(暴力行為)Jとはいかなる法に

基づいて判断されるのか，②「私的目的Jとは何か，③「いずれの菌の管轄

権にも服さない場所」の意味，④2隻の船舶の関与要件，⑤領海内での取締

りの許容性，⑥普遍的管轄権の実際上の適用，などがある。
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まず， 101条件)項の「不法な暴力行為」なる用語は，そもそも同条に掲げ

た暴力行為，拘留または略奪行為が「合法的Jとされることがあるのか，と

の疑問を生じさせる8。さらに， I不法な」とは国内法または国際法のいずれ

の法に基づいて判断されるのかが不明で、ある9。結局は，後述のように海賊

を逮捕し，処罰する国が解釈する国内法または国際法を適用することになろ

う。ただし，今日では，かつて一般的に認められていたような私掠船の制

度10や，また固または反乱団体が海賊行為を合法化しうるとする国際法も存

在せず，園内法を適用するものと解するのが妥当でトあろう。 Rubinは，同

条に「合法的」を挿入することは，私掠船制度の法を復活させ，反乱団体に

対して，たんに交戦団体ではなく政府の地位を認めることを諸国家に強いる

という，おそらくは意図していない結果を導きかねないとする11。

つぎに， I私的目的のためにJ行われる行為もいくつかの間題点、を含んで

いる。まず，この用語は，利得のための行為または他人から何らかのものを

奪う欲求 (animusルrandi) を伴った伝統的海賊概念12に由来していたが13，

公海条約の海賊関係条項の基となった ILCの1956年の海洋法条項草案39条

に関するコメンタリーによれば，そのような動機はもはや不要とされる14。

それでは， I政治的目的」の暴力行為はすべて海賊行為にならないか。こ

の点では， I政治的目的」の定義が存在せず，さまざまな行為が含まれるた

め問題が生ずる。ことに特定の政治・宗教グ、ループ等が行うテロ行為はしば

しば一般的な溝上犯罪に属することがある。これらは，いわば「私的な」政

治目的の行為ともいえる。こうして， I私的目的」でない行為か否かは，そ

の行為に対して責任を問える政府があるか否かが問題であり， I私的自的J

の行為は，それが「公的目的」すなわちある国家が委ねた便益に合致しない

ものであるといえる，とするものもある150

山本教授は，私的目的の要件は，今召では，国際法上実力行使や強制措置

を行う正当な権限なくして暴力行為を行うことをいい，従って，内戦に際し

ての交戦団体とか，民族解放団体が行う実力行使または純粋に政治的動機で

行われる暴力行為は，国際法が認める範囲内のものであれば，海賊行為とは

見なされない，とする16。また， Wolfrumは，政治的理由のために船舶を

襲う民族解放団体や反乱団体の行為のほか，政府を不安定化させたり，恐喝
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するために騒乱やテロをおこしたり，また，人種的・宗教的グループを狙う

行為も除外されるとする17。この後者の見解はやや暖昧な点を含み，実際の

ケースにおいて判断が必ずしも明確になされ得ない可能性があると思われ

る。

「私的目的」に関連して近年問題になった新しいタイプの行為に，環境保

護関連の目的で環境・自然保護国体等が行う船舶に対する暴力行為がある。

これらの多くは，当初は港湾内や沿岸の捕鯨調査船等に対して行われたもの

であるが18，最近の過激な例としてわが国の鯨類捕獲調査船に対するシー・

シェパードによる南極海での妨害行為がある。同団体の活動家は，船舶やボ

ートを使用して調査船に対して体当たりを試みたり，ロープを投下してスク

リューに絡ませたりして妨害し，船内に発煙筒や酪酸入りの瓶を投げ込み，

またその結果乗組員に軽傷を負わせている190

シー・シェパードはその活動の根拠を「世界自然憲章J20が定める「法の

執行Jの役割を担うものだとし2l，その21項を援用している。同項は，国家

その他公的機関，個人，団体などは，可能な範囲で，①共同の行動等を通じ

て自然の保全に協力し，②自然保全と環境保護のための適用ある国際法規を

履行し，③国家の管轄圏外の区域の自然を保護・保全しなければならない

等，規定している。しかし，そもそも同憲章は国連総会が採択した決議であ

り，法的権利義務を創設する拘束力ある文書ではない。こうした行為は，一

部の団体が自らの私的目的を追求するために行う行為であり，上記の溜賊行

為の定義のうち， i私的目的のために行う……不法な暴力行為Jに該当する

と言わざるを得ないであろう 22。

なおこの点，園内裁判所の判例として，鯨類保護とは無関係で‘はあるが，

環境保護に関連する類似の公海上での妨害行為を国際法上の「海賊行為」と

判断した1986年のベルギー破殻院の Sirius号事件の判例が参考になるお。同

ケースは，ベルギー政府から許可を得た同国の 2船舶が公海上で化学廃棄物

質を投棄する作業を，グリーンピース(本部オランダ)の活動家がオランダ籍

船を使用して妨害した事件で，活動家は投棄作業船に乗り移り，ナイフで脅

かしたり，投棄用のケーブルを切断したりした。ベルギーの下級裁判所にお

いて，グリーンピース側は，有害廃棄物の投棄を岨止せんとする彼らの行為
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は， I世論を変えさせる目的で」行われたものであって， I私的目的」のもの

ではないと主張したが，破段院はこれを退け，それは国際法の規定する「海

賊行為」の要件である「私的目的のため」に行われたと結論した。

つぎに， 100条および101条例)(ii)項の「いずれの国の管轄権にも服さない場

所」とは，その101条の(a)(i)項が公海について規定していることから， ILC 

は，それ以外の場所，すなわち無主地かまたは占拠されていない海岸を想定

していたと思われる24。そのような場所は，いかなる国も請求していない場

所と解され，今日では南極の一部を除いては存在しないと考えられ，それゆ

えこの規定は今日では何ら有益なものではないとする論者もある25。しか

し，たとえば，そのような南極区域において，船舶ないし航空機を利用して

財産を略奪するような行為は不可能とはいえず，海賊行為として扱いうる可

能性は残されていよう。

他方， 101条の(a)(i)項と(a)(ii)項の文言は，稚拙なドラフティングの産物で，

前者は場所を強調し，後者は攻撃の対象を強調するもので，後者の「いず、れ

の国の管轄権にも服さない場所」に公海も含まれるとする論者もある260 ま

た，それゆえ，公海海底のケーブルも， (a)(ii)項の「財産」に相当し，その略

奪も海賊行為に含まれるとする主張もある270 いずれにせよ，これら 2項の

条文の解釈問題は次の 2船舶要件にも関連しており，不明確な点を残してい

る。

101条例)(i)項によれば，公海における海賊行為の構成要件として，海賊船

以外の「他の船舶若しくは航空機」の存在が必要とされている。つまり，同

一船舶内の一部の乗組員ないし船客が，同船舶やその船内の財産等を奪う行

為は海賊行為から除外されている。他方， (a)はi)項の「いずれの国の管轄権に

も服さない場所」においては，そのような 2船舶要件は定められていない。

したがって，そのような場所においては，同一船内の乗組員による強盗など

も海賊行為と解することができょう 280

以上のような定義にかかわる問題点以外に，とくに海賊行為に対する執行

権を行使する軍艦や政府船舶は，いかなる場合においても，海賊を公海から

他国の領海内にまで追跡することは許されないかとの疑問が残る29。そのよ

うな執行行為は，当該沿岸国の許可ないし要請があれば別であるが30，海洋
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法条約の文言からは明確で、なく，一般には許容されないと解するのが妥当と

思われる。この点Wolfrumは， 100条の一般的協力義務に基づき，沿岸国

のそのような同意は推定することができるであろうとする。同教授は，とく

に沿岸国は，海賊がロジスティック支援や略奪品の売却のために利用し，ま

た地方当局との関係に頼ることもあるため重要な地位にあるが，沿岸田のこ

うした面での海賊との協力は100条の義務違反だとする。それ故，公海での

犯行について， 107条に基づく外国軍艦等による追跡要請を正当な理由なく

して無視することはできない，と説く 31。しかしそのような「同意の推定」

は，領海への一方的立ち入りが乱用される可能性につながるため，慎重な扱

いを要する。

上記のようにいずれの聞も海賊行為について普遍的管権をもち，かつ，最

大眼に可能な範囲でその阻止のために努力する義務があるが，現実に各国が

局管轄権を行使して，海賊を訴追した例は極めて少ない320 各国は，自国の

国民または自国の管轄圏内にある者については，海賊に関する独自の法律を

制定しうるが，それは国際法上の海賊の定義に従う必要は必ずしもない330

こうして，各国の国内的処罰についての一貫性は保証されず，また，最近ま

でのわが国のように，関連盟内法をもたない国も多く存する34。

最後に海賊に対する普遍的管轄権の適用に関しては，逮捕・訴追国，適用

法，刑罰等が事前に知らされないなど， due processが保証されないという

問題点も指摘されている350

海賊に関する国際的執行制度には，主として海賊行為の狭い定義から，こ

とに事件の頻発する沿岸国領海内での海上武装強盗が除外され，また公海上

であっても「私的自的」とは断定できない特定のテロ事件や同一船内で発生

するハイジャック事件などには適用されない等の欠陥が存する。このような

欠陥を如実に痛感させたのが， 1985年のアキレ・ラウロ CAchilleLauro)号

事件である。

3 船舶ハイジャックと SUA条約

イタリア船籍のクルーズ船アキレ・ラウロ号が地中海の公海を航行中に発
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生したこのハイジャック事件は，船客として乗船していたパレスチナ解放戦

線の武装グループが，他の船客を人質に船舶を乗っ取り，イスラエルが収容

する悶グループの仲間の釈放を要求したものである。それは，同一船内で発

生した政治的目的の暴力行為であり，海賊行為に関する国際法規は適用でき

ないとの見解が強しこのような国際法の欠訣を埋めるための新たな条約の

策定作業が急速 IMOにおいて開始された36。その結果1988年に採択された

のが海洋航行不法行為防止条約(以下， SUA条約)および大睦棚に圏定され

たプラットフォームの安全に対する不法行為防止に関する議定書(以下，

SUA議定書)である。

再条約は，まず，不法かつ故意に行う以下の行為を犯罪と規定する (3条

1項)。

① 暴力，暴力による脅迫その他の威嚇手段を用いて船舶を奪取しまたは

管理する行為。

② 船内の人に対する，同船柏の安全航行を損なうおそれがあるような形

の暴力行為。

③ 船舶を破壊し，または船舶・積荷に対して向船舶の安全航行を損なう

おそれがある損害を与える行為。

④ 船舶に，同船舶を破壊するような装置・物質，または向船舶・積荷に

安全な航行を損ないもしくは損なうおそれがある損害を与えるような装

量・物質を置き，またはそのような装置・物質が置かれるようにする行

為。

⑤ 海洋航行に関する施設を破壊しもしくは著しく損傷し，またはその運

用を著しく妨害する行為で，船舶の安全航行を損なうおそれがあるも

の。

⑥ 虚偽情報を通報し，それにより船舶の安全航行を損なう行為。

⑦①から⑥までに定める犯罪およびその未遂に関連して人に傷害を与

え，または人を殺害する行為。

SUA条約の地理的適用範囲についての 4条 1項は，必ずしも明確な規定

ではないが，要するに，内水・群島水域を含め，実際上すべての海洋水域に

ある船舶に対して，船舶が一国の領海の隣接固とのまたは外側の境界の内側
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においてのみ航行し，それを越えて航行ないし航行予定のない場合を除い

て，適用されると解釈できょう 37。ただし，そのような例外的場合においで

さえも，条約の定義する犯人・容疑者が他の締約国の領域内で発見された場

合には，条約は適用される (4条2項)。

SUA条約は，これらの犯罪について，海賊の場合に比して，義務的措置

を含むより具体的な裁判権付与を通じた国際的執行制度を設けた。これは，

海賊の場合の普遍的管轄権制度までは及ばないが，いくつかの可能なタイプ

の管轄権の設定を関係国に義務づけ，また他の関係国には管轄権設定を許容

するものとなっている。

まず，締約国は， 3つの場合において上記の犯罪についての自国の裁判権

を設定するために必要な措置をとることを義務づけられる。すなわち，①犯

罪が自国船籍の船舶に対しまたはその船舶内で行われる場合，②犯罪が領海

を含む自国の領域内で行われる場合，および③犯罪が自由の国民によって行

われる場合，である(6条1項)。さらに，締約国は，①犯罪が自国内に常居

所を有する無国籍者によって行われる場合，②犯罪の過程で，自国民が逮捕

されまたは殺害されるなど被害者になる場合，および③犯罪が，何らかの作

為または不作為を自国に対して強要する目的で行われる場合，に自国の裁判

権を設定する権利をもっ(6条2項)。

条約はさらに，締約国に対し，容疑者が自国領域内に所在するが，詩人に

つき裁判権を設定する上記のいず、れの国にも引き渡さない場合には，自国が

裁判権を設定するために必要な措置をとる義務を課し，多くのテロ関係条約

で一般的となっている「引渡すかまたは訴追せよ」原則を採用している(6 

条4項)。また，引渡しに関しては，他の締約国との聞に犯罪人引渡条約が存

在する場合には，当該犯罪を同条約上の引渡対象犯罪と見なさなければなら

ず，また，そのような条約が存在しない場合には，将来相互間で締結される

すべての犯罪引渡条約に，当該犯罪を引渡対象犯罪として含めなければなら

ない (11条1項)。なお，引渡条約の締結を犯罪人引渡の条件とする国は，実

際に引渡の請求を受けた場合には，この SUA条約を引渡の法的根拠と見な

すことができる(ll条2項)。

なお， SUA条約と実質的に向ーかまたは類似の条項を，資源探査・開発
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その他の経済的目的の，恒久的に海底に固定されたプラットフォームにも適

用する目的で採択されたのが， SUA議定書である380

以上のように， SUA条約・議定書は，容疑者の取締りのため，国家間の

強制的および任意的刑事管轄権設定のすべての可能性を前提とした執行制度

を備えていたが，その後セキュリティ問題の拡大等に伴って，さらにいくつ

かの不十分性が明らかになった。とくにそれは，容疑者の乗る船舶への海上

での乗船手続と容疑者の扱いについて規定を設けていない。また，船舶から

のまたは船踏を道具としたテロ行為で，船舶の安全航行を直接危険にさらさ

ないものや，さらには大量破壊兵器および関連物質の不法輸送を犯罪として

いないこと，などが指摘された39。さらに，国内的執行の前提とされている

「引渡すかまたは訴追せよjの原則もいくつかの間題を内在していた。例え

ば，条約・議定書は，ヲi渡しの義務を規定しておらず，また引渡しは引渡し

被請求国の定める条件に服し，そのような法令の多くは政治犯を引渡し可能

の犯罪から除外している。しかも何が政治犯であるかは，当該国家の判断し

だいである40。また，向原則は，自国の法令に従って事件を訴追の目的で権

限ある当局に付託する義務を課すのみで，犯人を訴追しかっ処罰する絶対的

な義務は含んで、いない。

いずれにせよ SUA条約は， 1992年の発効以来ほとんど注目されることな

く十数年が過ぎ，その間ことに海上における乗船・容疑者訴追の例は 1件に

すぎなかったといわれる41。また，椙当数の締約国が圏内的履行に必要な立

法を欠いていたとされる420

以上のような背景と， 9.11事件を契機として， SUA条約・議定書は大き

く改正されるに至るが，間改正を検討する前に，海上執行制度に関して他の

海上犯罪分野においてみられた，若干の進展について触れる必要がある。

4 国連麻薬新条約

海洋法条約は，麻薬および向精神薬(以下，麻薬と略称)の海上取引に関し

て，領海を通航中の外国船舶内において行われる不正取引を防止する必要が

ある場合には，沿岸国の刑事裁判権の行使を認める (27条 1項 d)。しかし，
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公海(排他的経済水域を含む)上の船舶については，すべての毘が麻薬の不正

取引を防止するために一般的協力義務を有することを規定し (108条1項)，

自国の船舶が不正取引を行っていると信ずるに足りる合理的理由がある場合

には，同取引の防止のため他国の協力を要請できる(同条2項)，とするのみ

である。つまり公海においては旗国主義が適用され，いずれの国も，他国の

船舶については，旗国からの協力要請を受けない限り海上執行には関わり得

ない。

こうした麻薬取引に関する国際的執行制度の欠陥を補うため，ことに米国

はとくに英国と 2国間協定を通じて公海を含む米国沿岸における海上執行の

協力制度を設け43，また近年カリブ海域諸国は地域的協定を結んだが44，

SUA条約が交渉されていたのとほぽ同時期に，グローパルな多数国間条約

を通じてこの点に取り組む努力が国連においてなされた。

その結果採択されたのが， 1988年の「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止

に関する国際連合条約J(麻薬新条約)である。同条約は，麻薬の不正取引を

国際犯罪行為とし，締約国は麻薬の生産や不正取引に関連する一連の行為を

刑法犯罪とし，その「重大性を考慮した」処罰の対象とすることを規定する

(3条)。また，自国船が領海外で不正取引に従事しているとの疑いがある場

合には，他の締約国に取締りの協力を要請することができ，当該他毘は可能

な手段の範囲内でこれに協力をしなければならない。さらに他の締約国の船

舶が領海外で不正取引に従事しているとの疑いを持つ締約関は，同船舶に対

して「適当な措置Jをとる許可をその旗国に対して求めることができ，旗国

は後者に対し，両国間の事前その他の合意に基づき，当該船舶に乗船・捜査

した結果証拠がある場合には，乗組員と積荷に対して適当な措置をとること

を許可することができる (17条)。

上記の麻薬新条約17条に関しては，その実施のための実際的措置に関して

さらなる進展がみられた。すなわち， 1994年に国連麻薬委員会は，同17条の

履行強化のための作業グループ設立を要請し汽同作業グループは1995年 2

丹，一連の勧告を採択した46。同勧告は全般的に17条の履行の必要性とその

強化をさまざまな面から強調するものであるが，それにはとくに以下のもの

が含まれる。すなわち，①各国が17条の下での他の締約国からの各種要請に
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応対する窓口の指定に関する規定を実施すること，②上記各種要請の発出・

対応プロセスを容易にするために関係当局開の直接連絡網を改善・整備する

こと，③容疑船舶への乗船等の介入に関しては，関係諸国間で許容措置につ

いて合意するよう努めること，④乗船要請は，効果的介入の時間的期限を示

すことができ，旗国は即時に要請受領を確認し，回答はできる限り速やか

に，可能な限り受領後数時間 (afew hours)以内に行うこと，⑤介入国はそ

の結果を旗国に速やかに通報し，容疑が確認された場合には，両国はとるべ

き措置について，国際法上の旗国の排他的管轄権原則に適切な配慮をしつ

つ，合意すること，などである。

5 国際組織犯罪防止条約移民密入国防止議定書

上記麻薬新条約17条の類似規定は，その後2000年に国連総会が採択した国

際組織犯罪防止条約の移民密入国防止議定書にも採用されることとなった。

同議定書は，まず，海洋法に従って，海路による移民の密入国の防止・抑止

のために可能な最大限の協力を行うことを締約国に義務づける (7針。つい

で麻薬新条約17条の趣旨に沿いつつも，より積極的協力手続を定め，つぎの

ような規定を含む。①締約国は，自国籍船，無国籍船または外国の旗を掲げ

るが実際には自国の国籍を有する船舶等が，移民を密入国させることに関与

していると疑うに足りる合理的理由を有する場合には，これら船舶の密入国

のための利用の抑止にあたり，他の締約国の援助を要請することができ，後

者はその能力の範圏内で可能な限り援助を行わなければならない (8条 1

項)。②締約国は，他の締約国の船舶が移民の密入国に関与していると疑う

に足りる合理的理由を有する場合には，その旨を通報し，船舶登録の確認を

要請することができ，その確認後，当該船舶について適当な措置をとること

の許可を旗固に要請することができる。旗国は，前者に対して，当該船舶へ

の乗船・捜索を許可し，密入国への関与の証拠が発見された場合には，同船

舶，その乗船者および積荷について適当な措置をとることを許可することが

できる(同2項)。③締約国は，援助，船舶登録等に関する確認，適当な措置

をとる許可等の要請およびそれらへの囲答の事務を扱う当局を指定し，国連
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事務総長を通じてすべての締約国に通報する(同 6項)。③締約国は，移民の

密入国を行っている船舶が無国籍または無国籍と疑うに足りる合理的理由を

有する場合には，これに乗船し，捜索することができる。疑いを裏付ける証

拠が発見された場合には，田内法・国際法に従って適当な措置をとる(向 7

項)。

以上のように，密入国防止議定書は，やや詳細な海上執行規定をおいてい

るが，基本的に旗国主義を尊重しており，麻薬新条約17条の趣旨に沿ってい

る。新たな点の一つは密入国現行犯の無国籍船舶・無国籍嫌疑船舶に対する

乗船・捜索の規定である。しかし，海洋法条約は，無国籍船舶または無国籍

であることを疑うに足りる十分な根拠があるものについては一般的に臨検の

対象とすることができると定めており (110条1項d)，とくに新たな法的進展

とはいえない。ただ，議定書は，それら船舶の取締りに対する他の締約国の

協力強化を規定している点が新しいといえよう。

6 SUA条約の拡大改正

上記3においてみたように， SUA条約については，海上執行制度を含め

いくつかの欠陥が明らかにされてきた。また2000年10月の，イエメンのアデ

ン港に停泊中の米国海軍駆逐艦 USSColeに対するゴムボートによる自爆テ

ロ攻撃や，翌年の9.11テロ事件などは，船舶等の運輸手段が{也の船舶や港湾

施設等に対するテロ攻撃手段として利用されるおそれを実証した。こうし

て， 9.11事件直後の国連総会および安全保障理事会による国際的テロ対策の

強化要請に応じ， IMO総会は同年11月20白，船客・乗組員のセキュリティ

および船舶の安全に対するテロ行為の防止対策の再検討に関する決議を採択

した47。その主たる狙いは SUA条約等のアップデートおよびその地のセキ

ュリティ対策採択の必要性を，法律委員会に検討させることであった480

これを受けて，翌02年4月の法律委員会において，米国は SUA条約の改

正草案を提出し，改正交渉はこれを基に進められた。こうして問委員会にお

ける作業を受けて2005年10丹に条約改正のための外交会議が開かれ， r海洋

航行不法行為防止条約に対する2005年議定書J49(以下， SUA改正議定書)が採
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択された50。

間改正議定書で米国が百指した最大の狙いは，①犯罪とされるべき行為

に，新たに生物・化学・核兵器(以下， NBC兵器)や船舶等を利用したテロ

行為も含めること，②NBC兵器関連物質の輸送等もこれに含めること，お

よび③公海上での取締りに関し，旗国主義原則を緩和させ，旗国以外による

乗船等の執行措置を円滑にさせるための仕組みを事前に設けること，であっ

た51。改正議定書は，これら各問題について新たな条項を設け，米国の狙い

は原案からは一部後退したが，一応実現したといえる。本稿のテーマの焦点

である上記③(海上執行制度)に関しでも，麻薬新条約および移民密入国防止

議定書の海上執行制度に対して若干の進展をもたらしたといえる。

海上執行制度に関して米国がモデルとしたのは，まさに上記2条約の関連

条項である。ただし，同モデルを一歩前進させるため， とくに犯罪行為と執

行制度に関し新たな要素の追加を提案した。最終的に採択された形での主な

追加条項は概略以下の通りである。

まず新たな犯罪行為としては，いわゆるテロリズム動機の行為と特定物資

の輸送行為の以下の 2種類を追加した520

(a) 不法かつ故意に住民を威嚇し，または政府・国際機関から特定の行

為・不作為を強要する目的で行う，①;爆発物，核物質または NBC兵器の船

舶上でのまたは船舶に対する使用で，死または重大な損傷を引起こすかまた

は引起こすおそれのあるもの，②死または重大な損傷を引起こすかまたは引

起こすおそれのある量または濃度の石油・ガスその他の有害危検物質の船舶

からの排出，③死または重大な損傷を引起こす方法での船舶の使用，または

④上記犯罪を実行するとの脅迫 (3条の 2，1項(a))530 

(b) 不法かつ故意に以下を船舶で輸送すること。

①爆発物または核物質。ただし，それらが住民を威嚇し，または政府・

国際機関から特定の行為・不作為を強要する目的のために死または重大

は損傷を引起こすかまたは引起こす脅迫のために利用される意図を承知

している場合。

② NBC兵器。ただし，それが本議定書の定義する NBC兵器であるこ
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とを承知している場合。

③ 特殊核分裂物質の生産等のための原材料物質・装置等。ただし，それ

らが，核爆発または国際原子力機関 (IAEA)の包括的保障協定の下に

ないその他の核関連活動のために使用されることを承知している場合，

または

④ NBC兵器の生産等に大きく貢献する機器，物質，ソフトウエアまた

は関連技術で，上記の目的で使用される意図を持っているもの(3条の

2， 1項(b))。

これらのいわゆる輸送犯罪条項，ことに④の汎用物質・技術条項について

はとくに議論の的となり，密難な妥協の結果まとめられたものである54。

こうして大幅に拡大されたカテゴリーの犯罪の取締りに関して，改正議定

書は極めて詳細な執行制度を 8条の 2に設けた55。そのおもな規定は以下の

通りである。

① 締約国Aの法執行官が，公海上で，締約国Bの旗を掲げる船舶が議定

書所定の犯罪に関係していると疑うに足りる合理的理由があり，かつ乗

船を希望する場合には， Bに対して船籍確認を要請し，その確認後乗

船・積荷捜索，乗組員への質疑の実行の可否などを要請する。

② Bは，当該要請を認めるか，自らの法執行官により乗船・捜索を行う

か， Aと共同で乗船・捜索を行うか，または乗船・捜索を拒否すること

ができる。

③ 議定書の締結に際して，各締約国は IMO事務局長に対し，犯罪の存

否確認のための乗船等要請に 4時間以内に田答しない場合には，要請国

に対し乗船等を行う許可を与える旨通知することができる(いわゆる 4待

問ルール)。ただし，開通報はいつでも撤回できる。

④ 乗船の結果，議定書に定める犯罪に関与している証拠が見いだされた

場合には，旗国BはAiこ対して，船舶を抑留することを許可できる。 A

は乗船等の結果をすみやかにBに通知しなければならない。

⑤以上の乗船に関し，旗国Bは抑留された船舶，積荷，乗組員につい
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て，接収，逮捕・訴追を含め管轄権を行使する権限を有する。

⑥締約国は議定書の締結後 1か月以内に，許可要請への屈答，国籍確

認，適切な措置の許可等を担当する当局を指定し， IMO事務局長に通

報し，事務局長はこれをすべての締約国に通報する。

以上に加え，改正議定書は犯罪人引渡制度に関連し，議定書に定める犯罪

は，ヲ!渡または法律上の相互援助に関しては，政治犯罪，政治犯罪に関連す

る犯罪または政治的な動機による犯罪と見なしではならない，とした (11条

の2)。これは， 1997年の爆弾テロ防止国際条約11条の規定に基づくもので，

その後の国際社会の対テロ行為意識の変化を反映するものである560

以上のように， 2005年 SUA改正議定書は，航行の安全に係わる犯罪行為

を対象とした SUA条約をはるかに超えて，船舶自体のテロ行為目的の使

用，特定物質の輸送の犯罪化等を追加したほか，他国の船舶に対する海上執

行を容易ならしめるため，選択条項とはいえ， 4時間ルールを一つの可能な

手続として導入した。さらに，犯罪人引渡制度における，政治犯としての扱

いの禁止も SUA条約に対してはあらたな進展といえる。しかしながら， 4 

時間ルールも含め，海上での執行制度は，いずれかの時点における旗国によ

る開意が依然として前提となっている点，根本的に旗国主義は貫かれている

ことは否めない。ただし，改正議定書によって，関係する旗国に対しては，

場合によっては旗国主義への固執を弱める一つの政治的圧力が働くことは確

かであろう570

7 拡散防止構想 (PSI)

9.11テロ事件をうけて米国が推進したもう一つの国際協力措置に拡散防止

構想(拡散に対する安全保障構想とも言われる。原語は ProliferationSecurity Initia. 

tive，以下PSI)がある。これは多数国間の政治的コミットメントを中核とす

るもので，国際法上の条約体制ではないが，そのおもな要素に海上における

他国の船舶に対する執行を含むため，本稿で扱う必要がある。

PSIは，大量破壊兵器，ミサイルおよびそれらの関連物資(以下， WMD 
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等)の拡散を担止するために，国際法・国内法の範囲内で参加国が共同し

て，国内および国家領域外でとりうる移転・輸送の阻止のための措置を検討

し，実践する取組である。米国ブッシュ大統領(当時)は， 2003年 5月この

構想、を発表し，当初日本，英，伊，オランダ，豪，仏，独，スペイン，ポー

ランド，ポルトガルの10カ国に参加を呼びかけ，その後多数の諸国を加え，

2010年5月末までに96か国がその活動の基本原則や目的に対する支持を表明

し，実質的に PSIの活動に参加・協力している580

PSIの活動の基本的原則とされるものは，参加国が2003年 9月，パリ会

合で採択した「阻止原則声明」である59。これは政治的文書であり，参加国

の行動の指針とされる。

同声明は， PSIの目的を，圏内法上の権限，国連安全保障理事会決議を

含む関連国際法の枠組に沿って， WMD等が拡散懸念のある閤および非国

家主体から，またはそれらに対して輪送されることを阻止するためのより調

整された効果的基盤を構築すること，とし，すべての関心国に対して，同原

則へのコミットメントを呼びかける。その際とられるべき具体的措置は以下

のとおりである。

①一国または他国と共同で， WMD等の上記国家・非国家主体へのま

たはそれらからの移転または輸送を阻止するため効果的措置をとること

は項)。

② 疑いのある拡散活動に関連する情報の迅速な交換のための効果的な手

続をとること，阻止活動に適切な資源を配分すること，および担止活動

参加国聞の謂整を最大化すること (2項)。

③ これらの目的達成のために必要な場合には，関連国内法上の権限を再

検討し，強化につとめること，また要すれば関連国際法枠組の強化に努

めること(3項)。

④ 「国内法上の権限が許す限り，かつ国際法枠組内の義務に従う眠りに

おいてJ，WMD等の積荷に関する岨止努力を支援するために具体的措

置をとることとし，それらには以下の措置を含むことは項)。

同4項は，つづいて 6項目の具体的措置を列挙するが，海上執行に関係す

るおもなものとして次のものが注目される。
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( i ) 自国籍船舶が拡散の懸念される国家または非国家主体へのまたはそれ

らからの上記積荷の輸送を行っていると疑うに足る合理的理由がある場

合，自発的にまたは他国による正当な根拠の提示に基づいて，内水，領

海または他国の領海を越えた海域において，当該船舶に乗船し，立入検

査を行うための措置をとること，およびそのように確定された積荷を押

収することは項b)。

(ii) 適当な状況の下において，他国による自国籍船舶への乗船および立入

検査ならびに当該他国がWMD等に関連したものと認める積荷の押収

に対して，同意を与えることを真剣に考慮することは項c)。

個以下に関して適切な行動をとること。 (a)拡散の懸念される国家または

非国家主体へのまたはそれらからの WMD等の積荷を輸送していると

合理的に疑われる船舶を，自国の内水，領海または接続水域において停

船させ，または立入検査を行い，かっそのように確認された積荷を押収

すること，および(b)そのような積荷を輸送していると合理的に疑われる

船舶で，自国の港，内水または領海に出入りしようとする船舶に対し，

事前の乗船，立入検査および関連物質の押収の受入れなどの条件を課す

ることは項d)。

以上のうち，①，②および③は， PSI参加国の政治的約束で，国際法上

何ら問題はない。しかし，④については， (i)の自国籍船舶に対する措畳につ

いては，旗国主義の原則から問題はないが，旗国以外の国が正当な根拠を示

した場合に，立ち入り検査を行う義務などが生ずる。 (ii)については，同意を

与える義務は課されておらず，旗国主義が貫かれているので問題はない。し

かし幽については，とくに同規定に基づ、いて参加国が圏内法を制定すれば，

一部閤際法との魁髄が問題となりうる点も生じかねないと思われる。

まず，同組)のうち，内水および港は沿岸国の領土の一部であり，そこにお

いて取る行動は問題なしまた海洋法条約25条も予定しているように，沿岸

田はその内水・潜への外国船舶のアクセスのための条件を，相手国に差別す

ることなく課す権限は一般的に認められており引開題はないであろう。し

かし，領海の通航には，すべての外国船舶は無害通航権をもち，沿岸田は海

洋法19条2項に列挙された事項に従事する場合以外は，無害とみなされる。
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これらの事項には WMD等の輪送は掲げられておらず，また，沿岸国が21

条に沿って法令で規制しうる活動の中にもそのような輸送は含まれていな

い。さらに23条は，核物質を輸送する船舶は，そのための国際協定が定める

文書を携行し，必要な予防措置をとることで，無害通航を認められるとす

る61。

このように，無害通航件を海洋法条約規定以上に制限するような国内法

は，たしかに向条約に合致しないが，他方， PSI原則声明は，上述したよ

うに， 1国際法枠組内の義務に従う限りにおいて」行動することを各参加国

に指示していることを想起する必要があろう。そして，この点に関しては，

上述調注52) したように，安全保障理事会決議1540が憲章第7章の下で，法

的拘束力のある形で，大量破壊兵器等の取得，移転等に関する非国家主体に

対する支援等を差し控え，またこれら兵器等の拡散防止のための国内的管理

を確立するための実効的措置をとることを決定している。こうした点を考慮

すれば，海洋法条約規定を超えた国内法規定であっても，安保理決議1540の

対象となる非国家主体が関係する活動に関する措置である限り，対外的に問

題は生じないと思われる。

なお，米国はさらに， PSI海上執行の効果を高めるため，パナマ，リベ

リア，キプロス，ベリーズなど多くの船舶を登録している便宜船籍国との 2

国間協定を結び，公海・ EEZにおいて一国の取締船等が相手国の船舶に

PSI関連輸送の嫌疑がある場合にはその旗国に対し乗船・検査の同意を求

め，通常は 2時間以内に返答がない場合には同意があったものと見なす旨の

規定をおいている。さらに，当該船舶の抑留，積荷・乗組員に対する管轄権

の行使等も規定するものもある62。これらの旗国に属する船舶が世界の外航

船舶の相当数を占めていることに鑑み，これら 2国間協定がPSIの海上執

行面を大きく補完していることは否めない。しかし，これらの手続はあくま

でも 2国間の合意に基づくもので，当然ながら一般的慣行とはいえない。こ

うした手法は，麻薬犯罪取締りについて，やはり米国を中心にすでに類似の

協定がみられたことは上述した通りである。
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以上のように，海上におけるセキュリティ関連事件に対する国際的法執行

制度は，海上セキュリティ問題の新たな進展にともなって，いくつかの変遷

をたどってきた。それは，一般的に，個別的国家による対応から，しだいに

国際的な協力体制が強化される傾向にあるといえる。

まず，海賊に関しては，普遍的管轄権が確立しており，かつ各国に海賊行

為の阻止のために最大限可能な努力をする一般的義務が課せられている。し

かし，近年の安全保障理事会決議に基づくソマリア沖海域対象の特別事例を

例外として，一般的な国際社会全体の海上執行協力体制は存しない。また，

各国の管轄権行使のための圏内法が必ずしも一貫しておらず，ましてや国内

法の存在しない国も多いなど，とくに刑事管轄権の効果的な執行体制に欠け

ている。

ついで，海賊に関する国際法ではカバーしえない海上テロ行為で‘船舶の航

行の安全を損なう行為をも対象とした SUA条約が採択されたが，その中心

規定は，事件後の犯人の逮捕・訴追等裁判権の設定を関係国に義務づけまた

は許容するもので，海上における国際的執行措置の強化を伴うものではなか

った。また対象犯罪も，近年現実性が増しつつある新たな種類のテロ行為を

十分にカバーしていない欠陥も表面化した。

他方，麻薬の不正取引の海上での取締りを規定する麻薬新条約および密入

国防止議定書は，取締り船舶による乗船・検査等を，被疑船舶の旗国の立場

を尊重しつつも，可能な限り促進するための実際的手続を規定することとな

った。これらの措置はあくまでも旗国側の自主的な協力に依存しており，強

制力はないが，協力推進のための政治的圧力としての効果はある程度期待で

きょう。

ついでSUA改正議定書は， SUA条約の犯罪構成要件を大幅に拡大した

のみならず，海上における執行制度につき，麻薬新条約および密入国防止議

定書の制度に基づきつつ，いわゆる 4時間ルールの選択的導入など，これに

さらに改善を加えたものであった。



130 

さらに PSIにおける海上執行制度も，国際法に従うとの条件はあるもの

の，参加国に対して，自国領海を通行中の WMD等の積荷を輸送している

との疑いのある外国籍船舶を停船・検査の対象とし，さらには確認された積

荷を押収するための適切な措置をとることなどを求めている。この点におい

て，安全保障理事会決議1540が非国家主体に関連する限りは国際法制度を補

完しているといえるが，ことに核不拡散対策に消極的な主権国家に関係する

場合には問題となる可能性を残していると思われる。

海上における国際的執行制度については，こうした若干の進展にも拘わら

ず，公海上での執行措置は伝統的に厳然と確立した旗盟主義の制隈の試みと

なるために，とくに海運国からの抵抗も強いと言わざるをえない。現在のと

ころ唯一の例外と言えるものは，全国連加盟国を拘束する形での安全保障理

事会決議であるといえる。こうして，向理事会における新たな展開がみられ

るかまたは国際社会一般に受け入れられる新たな国際法規が確立するまで

は，この面での旗盟主義の壁を克服することは困難であろう。
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